
登 園 証 明 書 
 

保護者の方へ 

 保育所は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、子どもたち

が一日快適に生活できるよう、下記の感染症について主治医による登園証明書の提出をお願いします。 

 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所生活が可能な状態となってからの登園であるよ

うご配慮ください。 

 

医療機関の方へ 

 証明書料につきましては荒川区医師会との申し合わせにより無料となっております。診察料は通常診療（健康保険）扱

いです。なお、荒川区医師会所属医療機関以外での医療機関の証明書料につきましてはこの限りではありません。 

 

  社会福祉法人ドン・ボスコ保育園                     組 

 

氏名                          生年月日  平成・令和    年    月    日 

 

上記の者は、すでに症状が回復し「登園のめやす」に基づき集団生活に支障がない状態になったので登園可能と考えま

す。 

 

令和    年    月    日 

医療機関： 

医師氏名：                         印 

 

○印 病名 登園のめやす 

 麻しん（はしか） 解熱後３日を経過していること 

 風しん 発しんが消失していること 

 水疱（水ぼうそう） すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること 

 流行性耳鼻腺炎（おたふくかぜ） 
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから５日を経過し、かつ、全身状態

が 良好になっていること 

 結核 医師により感染の恐れがないと認められていること 

 咽頭結膜熱（プール熱） 発熱、充血等の主な症状が消失した後２日を経過していること 

 流行性角結膜炎 結膜炎の症状が消失していること 

 百日咳 
特有な咳が消失していること又は５日間の適正な抗菌薬による治療が終了し

ていること 

 
腸管出血性大腸菌感染症 

（Ｏ157、Ｏ26、Ｏ111等） 

医師において感染の恐れがないと認められていること。（無症状の場合、トイレ

での排泄習慣が確立している５歳以上の子どもは登園を控える必要はない。５

歳未満の子どもでは、２回以上連続で便から菌が検出されなくなり、全身状態

が良好であれば、登園可能である。 

 急性細気管支炎（ＲＳウィルス感染等） 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと 

 溶連菌感染症 抗菌薬の内服後２４～４８時間が経過していること 

 マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まっていること 

 手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること 

 伝染性紅斑（りんご病） 全身状態が良いこと 

 

ウイルス性胃腸炎 

（ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウィ

ルス等） 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

 へルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰の影響がなく、普段の食事がとれること 

 突発性発しん 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと 

 帯状疱疹 すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること 

 その他（            ）  

   

・「登園証明書」は保育園に用意してあります。また、区のホームページからもダウンロードできます。 

・原則として、薬はお預かりできません。 


